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2015 年 10 月より開始された特定行為に係る看護師の研修制度は、今年で 4年が経ちます。

特定行為研修を修了した看護師は医師、歯科医師があらかじめ作成した手順書によって、タイムリーに

特定行為を実施することができるようになります。本制度は、今後の在宅医療等を支えていく看護師を

計画的に養成していくことが創設の目的です。

　活動の一例として「インスリン投与量の調整」をご紹介いたします。

10 月現在、当ステーションの利用者さんに対し、院内のみならず、地域の 2施設の先生からも手順書を

発行して頂き活動しています。血糖コントロールの指示範囲内で薬剤調整をタイムリーに行う特定行為

の実施と合わせて、低血糖やケトアシドーシスなど有害事象を予防できるような生活調整も図っていま

す。在宅での「食べること・活動すること」や「薬剤のアドヒアランス」の実際を知って、その暮らし

ぶりを主治医の先生方にお届けし、最善の治療に結びつくよう活動をしてまいりたいと思います。

特定行為研修修了者の院外活動について」

～「治療」と「生活」の両面から利用者さんを支えます～

訪問看護ステーション

特定行為研修修了看護師　　　　　

糖尿病看護認定看護師　豊島　麻美




